
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

一
〇
六

○
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
〇
六

告

示

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
域
を
指
定
す

る
件

一
〇
九

○
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
件
十
一
件

一
〇
九

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

一
一
二

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
四
件

一
一
二

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
収
用
又
は
使
用
の
手
続
を
開
始
し
た
件

一
一
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

一
一
三

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
一
四

○
土
地
区
画
整
理
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
一
四

公

告

○
都
市
公
園
を
設
置
す
る
件

一
一
四

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

○
こ
い
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
指
示
す
る
件

一
一
五

○
こ
い
の
持
ち
出
し
の
禁
止
に
係
る
指
定
水
域
の
範
囲
を
定
め
る
件

一
一
五

○
平
成
三
十
一
年
度
目
標
増
殖
量
を
定
め
た
件

一
一
五

規

則

福
島
県
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
四
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
福
島
県
規
則
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
及
び
別
表
第
五
中
「
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
を
「
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
規
則
第
五
号

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
福
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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様 式 第 ３ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）
屋外広告物許可更新申請書

年 月 日
福島県知事

住 所
申請者

氏 名 印
法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び
代表者の氏名

（電話番号 ）

次のとおり屋外広告物の許可の更新をしたいので、福島県屋外広告物条例第10条第３項の規定により申請します。

照 明
種 類 装 置 有 ・ 無 数量

ｍ2

縦 ｍ×横 ｍ× 面
表 示 面 積 うち電光表示装置 高 さ ｍ（地上高 ｍ）

ｍ2

縦 ｍ×横 ｍ× 面

表 示 内 容 色 彩

表示区域又は 地 域 特別 ・ 普通
設 置 場 所 区 分 一種 ・ 二種
表示(設置)期間 年 月 日から 年 月 日まで

前回の許可 年 月 日 許 可 年 月 日から
第 号 期 間 年 月 日まで

点検年月日 年 月 日
点検 点 検 項 目 異常の 改 善 の 概 要
箇所 有・無

基礎部･
１ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき 有 ・ 無

上部構
２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつ 有 ・ 無

造
き

３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 有 ・ 無

支持部 １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 有 ・ 無
２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 有 ・ 無
１ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 有 ・ 無

取付部 ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 有 ・ 無
３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 有 ・ 無
１ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等 有 ・ 無
の欠落

広告版 ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変 有 ・ 無
形、欠損

３ 広告版底部の腐食、水抜き孔の詰まり 有 ・ 無

照 明 １ 照明装置の不点灯、不発光 有 ・ 無

装 置 ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 有 ・ 無
３ 周辺機器の劣化、破損 有 ・ 無
１ 付属部材の腐食、破損 有 ・ 無

その他 ２ 避雷針の腐食、損傷 有 ・ 無
３ その他点検した事項 有 ・ 無
（ ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────
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この点検結果は、事実に相違ありません。

住 所
点検者

氏 名 印

点検者の資格 １ 屋外広告士（屋外広告物法第10条第２項第３号イに規定する試験に合格した者をいう。）
２ 一級又は二級建築士
３ 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
４ 特種電気工事資格者（ネオン工事）
５ 電気工事士
６ 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者
７ 自治体が開催する屋外広告物講習会受講修了者
８ 屋外広告物点検技能講習修了者（（一社）日本屋外広告業団体連合会又は（公社）日本サイン協会
が開催する点検技能講習を受講した者をいう。）
９ 上記１から８までに該当しない者（ ）

注 １ 色彩の欄は、広告物等の種類に応じて色彩が許可基準となる場合に表示面積の二分の一を超えて使用する
色彩のマンセル値を記入すること。
２ 地域区分の欄は、特別規制地域等又は普通規制地域等の別及び第一種又は第二種の別に応じ、該当する
ものを○で囲むこと。
３ 異常の有・無の欄は、有を○で囲む場合、改善の概要を記入すること。
４ 点検者の資格の欄は、該当するもの全てを○で囲み、資格を証明する書類の写しを添付すること。
５ 広告物等の現状を撮影したカラー写真（許可の期間の満了の日から起算して３月以内に撮影したものに限る。）
を添付すること。
※広告物等を補修した場合は、補修前後のカラー写真を添付すること。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
改
正
前
の
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規

則
様
式
第
三
号
に
よ
る
屋
外
広
告
物
許
可
更
新
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
様
式
の
改
正
に
か
か

わ
ら
ず
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
三
十
五
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
十

七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
指
定
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
に
係
る
関

係
図
面
は
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
区
域

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
名
家
道
上
八
百
二
十
四
番
五
の
一
部

二

指
定
す
る
区
域
の
埋
立
地
の
区
分

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）

第
十
二
条
の
三
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
埋
立
地

（
一
般
廃
棄
物
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
結
核
病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
て
い
る
牛
で
あ
っ
て

次
に
掲
げ
る
も
の

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛

２

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３

１
又
は
２
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

４

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
牛

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

１

二
本
松
市
（
岳
温
泉
一
丁
目
、
岳
温
泉
二
丁
目
、
岳
温
泉
三
丁
目
、
岳
温
泉
四
丁
目
、
岳
温
泉

大
和
、
岳
温
泉
西
大
和
、
岳
温
泉
深
掘
及
び
岳
温
泉
横
森
の
区
域
に
限
る
。
）
、
本
宮
市
（
本
宮
、

青
田
、
荒
井
、
岩
根
、
関
下
、
高
木
、
仁
井
田
の
区
域
に
限
る
。
）
、
大
玉
村
、
郡
山
市
（
中
田

町
の
区
域
に
限
る
。
）
、
田
村
市
（
大
越
町
の
区
域
に
限
る
。
）
、
鏡
石
町
、
玉
川
村
、
小
野
町

（
小
野
赤
沼
、
菖
蒲
谷
、
小
戸
神
、
夏
井
、
南
田
原
井
、
湯
沢
、
塩
庭
、
上
羽
出
庭
の
区
域
に
限

る
。
）
、
矢
吹
町
、
鮫
川
村
（
青
生
野
の
区
域
に
限
る
。
）
、
会
津
若
松
市
、
猪
苗
代
町
、
相
馬

市
、
新
地
町
、
い
わ
き
市
（
勿
来
町
、
瀬
戸
町
、
川
前
町
の
区
域
に
限
る
。
）
の
各
区
域

２

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
区
域

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

二
の
区
域
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
生
後
一
歳
以
上
の
牛
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛

２

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３

１
又
は
２
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

４

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛

５

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
牛

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

（
畜

産

課
）
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福
島
県
告
示
第
百
三
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

生
後
百
八
十
日
以
上
の
馬
で
あ
っ
て
、
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
馬

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

鶏
の
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ
ー
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
発

生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
鶏
及
び
種
鶏
候
補
鶏

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

急
速
凝
集
反
応
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

蜜
蜂
の
腐
蛆
病
の
発
生
の
予
防

そ

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

蜜
蜂

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

肉
眼
的
検
査
及
び
細
菌
学
的
検
査

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
発

生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

越
夏
し
て
い
な
い
一
の
監
視
伝
染
病
の
ワ
ク
チ
ン
未
接
種
の
牛
で
あ
っ
て
、
地
理
的
条
件
及
び
自

然
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
も
の

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。
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平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
又
は
七
面
鳥
（
以
下
「
家
き
ん
」
と

い
う
。
）
を
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
に
あ
っ
て
は
、
十
羽
以
上
)
飼
養
し
て
い
る
箇
所
で
あ
っ
て
、

福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
家
き
ん
の
う
ち
任
意
の

十
羽
以
上

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査
（
鶏
を
検
査
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
エ
ラ
イ
ザ
法
（
当
該
検
査
で
陽
性
が
確
認
さ

れ
た
と
き
は
、
同
一
血
清
に
つ
い
て
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
）
、
鶏
以
外
の
家
き
ん
を
検
査
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

繁
殖
の
用
に
供
し
、
若
し
く
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
豚
又
は
肥
育
の
用
に
供
し
、
若
し

く
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
豚
で
あ
っ
て
、
地
理
的
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
任
意
の
十
四
頭
以
上
（
十
四
頭

に
満
た
な
い
場
合
は
、
全
頭
）

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
、
酵
素
免
疫
測
定
法
又
は
中
和
試
験

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
死
体
の
所
有
者
は
家
畜
の
死
体
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命

ず
る
。平

成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
牛
の
死
体
（
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
農
林
水
産

省
令
第
五
十
八
号
）
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
牛
の
死
体
を
除
く
。
）

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
コ
レ
ラ
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

地
理
的
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て

い
る
豚

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法
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臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
（
エ
ラ
イ
ザ
法
及
び
中
和
試
験
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

地
理
的
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て

い
る
豚

四

実
施
の
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島

県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査
（
エ
ラ
イ
ザ
法
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
若
松

市
の
地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

会
津
若
松
市

二

成
果
の
名
称

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
市
初
野
字
後
末
二
、
四
の
二
、
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
市
山
上
字
十
石
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
号
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森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
市
山
上
字
荻
平
三
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
荻
久
保
二
の
一
、
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
市
山
上
字
板
屋
一
〇
二
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
二
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

収
用
又
は
使
用
の
手
続
の
開
始
を
す
る
旨
起
業
者
国
土
交
通
大
臣
か
ら
申
立
て
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

事
業
の
種
類

一
般
国
道
百
二
十
一
号
改
築
工
事
（
湯
野
上
バ
イ
パ
ス
・
福
島
県
南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
高
陦
字

窪
尻
山
地
内
か
ら
同
町
大
字
合
川
字
三
斗
蒔
地
内
ま
で
）
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
県
道
及
び
町
道
付
替

工
事

二

収
用
の
手
続
を
開
始
す
る
起
業
地

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
澳
田
字
上
抜
平
、
字
上
ノ
山
、
字
上
前
平
及
び
字
入
江
端
並
び
に
大
字
中

妻
字
和
田
前
、
字
柳
ノ
下
、
字
竹
原
、
字
鷺
道
、
字
辻
道
下
、
字
辻
道
、
字
家
ノ
上
、
字
中
平
、
字

寺
ノ
上
、
字
芦
見
及
び
字
新
田
地
内

三

使
用
の
手
続
を
開
始
す
る
起
業
地

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
澳
田
字
上
抜
平
、
字
上
ノ
山
、
字
上
前
平
及
び
字
入
江
端
並
び
に
大
字
中

妻
字
和
田
前
、
字
柳
ノ
下
、
字
竹
原
、
字
鷺
道
、
字
辻
道
下
、
字
辻
道
、
字
芦
見
及
び
字
新
田
地
内

四

収
用
又
は
使
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
土
地
を
表
示
す
る
図
面
の
縦
覧
場
所

南
会
津
郡
下
郷
町
役
場
建
設
課

（
土
木
総
務
課
用
地
室
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

変
更
前

Ａ

一
四
・
〇
〜

二
、
一
九
六
・
二

四
〇
一
号

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
七

六
一
・
一

九
地
先
か
ら

Ｂ

五
・
八
〜

九
、
六
九
八
・
〇
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同

郡
同

町
松
坂

一
五
八
・
八

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

Ｃ

一
三
・
八
〜

四
七
一
・
四

〇
地
先
ま
で

三
六
・
五

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

Ｄ

二
一
・
〇
〜

四
、
八
七
三
・
八

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

一
三
二
・
五

〇
地
先
か
ら

同

郡
昭
和
村
大
字
小
野

変
更
後

Ａ

一
四
・
〇
〜

二
、
一
九
六
・
二

川
字
鋏
舘
一
二
七
六
番
六

六
一
・
一

地
先
ま
で

Ｂ

五
・
八
〜

九
、
六
九
八
・
〇

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
小
野

一
五
八
・
八

川
字
鋏
舘
一
二
七
六
番
六

Ｃ

一
三
・
八
〜

四
七
一
・
四

地
先
か
ら

二
六
・
六

同

郡
同

村
大
字
小
野

Ｄ

二
一
・
〇
〜

四
、
八
七
三
・
八

川
字
板
宿
四
五
番
二
六
地

一
三
二
・
五

先
ま
で

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

〇
地
先
か
ら

同

郡
昭
和
村
大
字
小
野

川
字
鋏
舘
一
二
七
六
番
六

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
馬
場

南
相
馬
市
原
町
区
馬
場
字

変
更
前

五
・
六
〜

三
四
五
・
一

太
田
線

原
一
九
〇
番
四
地
先
か
ら

六
・
四

同

市
原
町
区
陣
ヶ
崎

三
七
九
番
地
先
ま
で

変
更
後

九
・
八
〜

三
四
五
・
一

二
三
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
四
〇
一
号

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
小
野
川
字
板
宿
四

平
成
三
一
年
三
月
一
日

五
番
一
七
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
小
野
川
字
板
宿
四

五
番
二
六
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
六
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ

き
市
か
ら
い
わ
き
都
市
計
画
事
業
豊
間
震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

公

告

公
告
第
三
十
八
号

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都

市
公
園
を
設
置
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

名
称

永
崎
防
災
緑
地

二

位
置
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い
わ
き
市
永
崎
字
橋
出
、
字
月
作
及
び
字
川
畑
地
内
並
び
に
字
大
平
、
字
川
畑
及
び
字
船
付
地
先

三

区
域

別
添
図
面
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
二
日

（
「
別
添
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
及
び

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

こ
い
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条

第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

佐

川

泉

一

指
示
の
内
容

１

持
ち
出
し
の
禁
止

㈠

公
共
の
用
に
供
す
る
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面
（
以
下
「
公
共
用
水
面

等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
こ
い
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
に
か
か
り
、
又
は
か
か
っ

て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が

認
め
た
場
合
は
、
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
公
共
用
水
面
等
（
以
下
「
指
定
水

域
」
と
い
う
。
）
に
生
息
す
る
こ
い
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈡

委
員
会
は
、
指
定
水
域
の
範
囲
に
つ
い
て
速
や
か
に
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

放
流
の
制
限

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
い
で
な
け
れ
ば
、
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を

除
き
、
公
共
用
水
面
等
に
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
採
捕
し
た
こ
い
を
採
捕
し
た
公
共

用
水
面
等
に
再
放
流
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈠

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
水
面
に
生
息
し
て
い
た
こ
い
で
な
い
こ

と
。

㈡

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
水
面
に
生
息
し
、
又
は
生
息
し
て
い
た

こ
い
と
水
を
介
し
て
の
接
触
が
な
い
こ
い
で
あ
る
こ
と
。

㈢

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
（
ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
法
に
よ
る
検
査
を
い
う
。
）
又
は
Ｌ
Ａ
Ｍ
Ｐ
法
で

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
陰
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
い
群
の
こ
い
で
あ
る
こ
と
。

３

遺
棄
の
禁
止

生
死
を
問
わ
ず
、
公
共
用
水
面
等
に
こ
い
を
遺
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

１
及
び
２
に
掲
げ
る
事
項
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
こ
い
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

二

指
示
の
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

こ
い
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
指
示
す
る
件
（
平
成
三
十
一
年
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指

示
第
一
号
）
に
基
づ
き
、
指
定
水
域
の
範
囲
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

佐

川

泉

阿
武
隈
川
本
流
及
び
支
流

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

内
水
面
第
五
種
共
同
漁
業
権
漁
場
に
お
け
る
平
成
三
十
一
年
度
目
標
増
殖
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

佐

川

泉
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平
成
31年

度
目
標
増
殖
量

う
ぐ

い
漁
業
権
番
号

河
川
名

漁
業

権
者

名
こ

い
ふ

な
あ

ゆ
い
わ
な

や
ま
め

ひ
め
ま
す

わ
か
さ
ぎ

う
な
ぎ

種
苗
放
流

産
卵
場
造
成

kg

kg

kg

尾
箇
所

尾
尾

尾
万
粒

kg

内
共
第
１
号

真
野
川

真
野
川
漁
業
協
同
組
合

42
42

126
1,400

－
2,800

10,500
－

100
7

内
共
第
２
号

新
田
川

新
田
川
・
太
田
川
漁
業
協
同
組
合

105
14

180
2,800

－
1,050

14,000
－

－
10

内
共
第
３
号

太
田
川

新
田
川
・
太
田
川
漁
業
協
同
組
合

35
14

35
1,400

－
1,050

5,600
－

70
3

内
共
第
４
号

請
戸
川

室
原
川
・
高
瀬
川
漁
業
協
同
組
合

56
56

550
3,500

－
7,700

70,000
－

70
21

泉
田
川
漁
業
協
同
組
合

内
共
第
５
号

熊
川

熊
川
漁
業
協
同
組
合

－
－

120
700

－
－

8,400
－

－
－

内
共
第
６
号

富
岡
川

富
岡
川
漁
業
協
同
組
合

－
－

75
400

2
2,100

3,500
－

－
－

内
共
第
７
号

井
出
川

木
戸
川
漁
業
協
同
組
合

－
－

45
－

－
5,600

5,600
－

－
－

内
共
第
８
号

木
戸
川

木
戸
川
漁
業
協
同
組
合

28
－

250
700

－
21,000

24,500
－

－
14

内
共
第
９
号

夏
井
川

夏
井
川
漁
業
協
同
組
合

140
210

250
21,000

－
3,500

56,000
－

－
7

内
共
第
10号

鮫
川

鮫
川
漁
業
協
同
組
合

91
91

900
9,100

－
7,000

28,000
－

－
21

内
共
第
11号

阿
武
隈
川

阿
武
隈
川
漁
業
協
同
組
合

2,800
1,050

1,200
140,000

－
39,200

66,500
－

700
70

内
共
第

12号
久
慈
川

久
慈
川
第
一
漁
業
協
同
組
合

49
－

750
5,200

4
－

42,000
－

－
－

内
共
第

13号
猪
苗
代
湖

猪
苗
代
・
秋
元
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

63
1,050

－
94,900

2
17,500

7,000
－

－
35

内
共
第

14号
秋
元
湖

猪
苗
代
・
秋
元
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

35
35

－
7,000

－
22,400

15,400
－

1,470
－

内
共
第
15号

小
野
川
湖

檜
原
漁
業
協
同
組
合

28
28

－
3,500

－
8,400

5,600
－

700
20

内
共
第
16号

檜
原
湖

檜
原
漁
業
協
同
組
合

210
210

－
42,000

－
37,100

22,400
－

5,390
30
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内
共
第
17号

阿
賀
川

西
会
津
地
区
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

350
350

－
2,600

3
14,700

9,100
－

－
－

内
共
第
18号

阿
賀
川

阿
賀
川
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

700
700

678
35,000

－
28,000

14,000
－

70
－

日
橋
川

内
共
第
19号

大
川

会
津
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

－
－

1,337
6,300

4
35,000

21,000
－

70
7

内
共
第
20号

大
川

南
会
東
部
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

210
－

855
4,000

5
35,700

25,900
－

700
－

内
共
第
21号

只
見
川

只
見
川
漁
業
協
同
組
合

182
182

126
3,800

1
16,800

10,500
－

－
－

内
共
第
22号

沼
沢
湖

沼
沢
漁
業
協
同
組
合

－
－

－
－

－
－

－
32,200

－
－

内
共
第
23号

野
尻
川

野
尻
川
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

－
－

300
4,200

－
11,200

11,200
－

－
－

内
共
第
24号

只
見
川

伊
北
地
区
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

140
－

－
2,000

3
24,500

33,600
－

1,260
－

内
共
第
25号

伊
南
川

南
会
津
西
部
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

－
－

3,500
26,400

10
112,000

42,000
－

－
－

内
共
第
26号

檜
枝
岐
川

檜
枝
岐
村
漁
業
協
同
組
合

－
－

－
－

－
31,500

7,000
－

－
－

只
見
川

大
鳥
湖

伊
北
地
区
非
出
資
漁
業
協
同
組
合

内
共
第
27号

奥
只
見
湖

檜
枝
岐
村
漁
業
協
同
組
合

210
140

－
8,400

－
23,800

23,800
－

140
－

只
見
川

魚
沼
漁
業
協
同
組
合

内
共
第
28号

尾
瀬
沼

檜
枝
岐
村
漁
業
協
同
組
合

－
－

－
－

－
4,200

2,100
－

－
－

沼
尻
川

利
根
漁
業
協
同
組
合

合
計

5,474
4,172

11,277
426,300

34
513,800

585,200
32,200

10,740
245


